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播磨科学公園都市圏域定住自立圏広域観光インフルエンサー招聘業務 

企画プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

たつの市、宍粟市、上郡町及び佐用町の２市２町で構成する播磨科学公園都市

圏域定住自立圏の観光分科会（以下、分科会という。）では、第２期播磨科学公

園都市圏域定住自立圏共生ビジョンに基づき、地域資源を生かした広域観光の

振興を行っている。 

 当圏域は、豊かな自然に恵まれ、悠久の歴史に培われた多彩な文化が薫る魅力

ある地域であり、令和６年度には、観光誘客及び周遊時間の延長を目的として、

播磨科学公園都市圏域定住自立圏広域観光ガイドブックの作成や、ひょうごフ

ィールドパビリオンを巡る体験型ツアーを実施した。 

令和７年度は、インバウンドに強みを持つ旅行・レジャー系インフルエンサー

を招聘し、圏域内の観光スポットやひょうごフィールドパビリオン体験施設、独

自の感性を活かして発見した圏域市町の魅力を広くＳＮＳ上で配信することに

より圏域への興味・関心を高めるとともに観光誘客につなげていくことを目的

とする。 

 

２ 業務名 

播磨科学公園都市圏域定住自立圏広域観光インフルエンサー招聘業務 

 

３ 業務内容 

別紙、業務仕様書のとおり 

 

４ 提案上限額 

１，０００，０００円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。 

 

５ 参加資格 

 本プロポーザル参加者は、次の各号をすべて満たすものとする。 

（１）令和７年３月末時点で、たつの市入札参加資格名簿（物品・役務）に登録

されているもの。 

（２）平成２２年４月以降に、本案件に類似する業務を地方公共団体から元請と

して完了した実績があること。 

（３）地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当し 

ない者であること。 

（４）公告日から契約締結日までの間、たつの市又は兵庫県の指名停止基準に基
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づく指名停止の措置を受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の申立 

て、民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続開始の申立 

て、会社法（平成 17年法律第 86号）の規定による清算の開始又は破産法（平 

成 16年法律第 75号）の規定による破産手続開始の申立てが行われた者でな 

いこと。 

（６）国税及び地方税を滞納していないこと。  

（７）たつの市暴力団の排除に関する条例（平成 24年条例第 1号）第２条第１ 

号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定 

する暴力団密接関係者と関係を有する者でないこと。 

 

６ スケジュール 

No. 事  項 日  程 

1 実施要領等の公表 令和７年４月１５日（火） 

2 質問書受付 令和７年４月１５日（火）～４月２２日（火） 

3 質問に対する回答期限 令和７年４月２５日（金） 

4 参加表明書の受付期限 令和７年４月２５日（金）～５月８日（木） 

5 参加資格結果通知 令和７年５月１５日（木） 

6 企画提案書の受付期間 令和７年５月１９日（月）～５月２８日（水） 

7 プレゼンテーション 

及び審査 

令和７年６月６日（金）予定 

8 審査結果通知 令和７年６月中旬 

9 契約締結予定  令和７年６月下旬 

 

７ 参加方法について 

プロポーザルへの参加を希望する者は、次の書類を提出すること。なお、「参加

表明書」、「プロポーザル実施要領」など公募に関する資料・様式等は、本市のホ

ームぺージからダウンロードすること。 

たつの市ホームページ (https://www.city.tatsuno.lg.jp   ) 

（１）提出書類、提出部数 

①参加表明書（様式１）１部 

②会社概要（様式２）１部 

③参加資格確認書（様式３）１部 

   同種の類似業務の契約実績を記載すること。また、契約書の写し及び招聘

したインフルエンサーのフォロワー数、配信内容など契約実績が確認でき

る書類を併せて提出すること。 

https://www.city.tatsuno.lg.jp/
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（２）提出期限 令和７年５月８日(木) 午後５時必着 

（３）提出方法 郵送（書留郵便）又は持参 

（４）提 出 先  分科会事務局（事務局：たつの市産業部観光振興課） 

         〒679－4192 兵庫県たつの市龍野町富永 1005－1 

 

８ 質問書の受付 

本実施要領に不明な点がある場合は、次の方法で質問書を提出すること。 

（１）質問書類 質問書（様式４）によること。 

（２）受付期間 令和７年４月１５日（火）～４月２２日（火） 午後５時必着 

（３）提出方法  質問箇所及び質問内容を分かりやすく記載し、電子メールに 

より提出すること。なお、他の方法による質問は一切受け付け 

ない。 

       メールアドレス：kankoshinko@city.tatsuno.lg.jp 

（４）回  答 質問に対する回答は、令和７年４月２５日（金）に、質問書に 

記載された電子メールアドレスに回答する。 

 

９ 辞退届の提出 

 参加申込後、プレゼンテーションへの参加を辞退する者は、辞退届を提出する

こと。 

（１）提出書類 辞退届（様式５） 

（２）提出期限 令和７年５月２８日（水）午後５時  

（３）提出方法 郵送（書留郵便）又は持参 

（４）提 出 先 分科会事務局（たつの市産業部観光振興課） 

 

１０ 企画提案書等の作成及び提出 

 本プロポーザルに必要な企画提案書は、次の方法で作成し、提出すること。 

（１）提出書類  

ア 企画提案書表紙（様式６） 

    代表者印を押印の上、企画提案書の表紙として提出すること。 

  イ 企画提案書（任意様式） 

    仕様書に記載の目的、業務内容を踏まえ、別紙１の評価基準に沿って、 

業務を遂行する具体的な手法を記載すること。 

本プロポーザルは、最適な受託業者を選定するために企画提案を求め 

るものであり、具体的な数値や根拠は求めない。 

企画提案書は、A４版で縦型に記載し、表紙・目次を除いた両面印刷 

２０ページ以内で作成し、ページ番号を記載すること。 
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ウ 配置予定者調書（様式７） 主担当者及び副担当者の氏名、経歴、実 

績を記載すること。 

エ 提案見積書（様式８） 会社名、代表者名を記載し、押印すること。 

    積算内訳書（任意様式）を添付すること。 

（２）提出期限  令和７年５月２８日(水) 午後５時必着 

（３）提出方法  郵送（書留郵便）又は持参  

（４）提 出 先  分科会事務局（たつの市産業部観光振興課） 

（５）提出部数  上記ア～エの順で製本し、インデックスを付け、Ａ４ファ 

         イルに閉じて提出すること。 

         正本１部（代表者印のあるもの） 副本１０部（正本の写し） 

（６）注意事項  副本のイ～エの内には「企業名、会社名、ロゴ」を記載しな 

いこと。 

 

１１ プレゼンテーション審査 

参加資格結果通知を受け取った提案者は、次のプレゼンテーションを行い、審

査を受けることとする。なお、本プロポーザルの提案者が１者であっても同様に

審査を実施し、基準を満たしていると判断した場合は優先交渉権者として選定

する。 

（１）日 時  令和７年６月６日(金)予定 

（２）時  間  ３０分（企画内容説明２０分、質疑応答１０分）とし、準 

備時間を除く。 

（３）参 加 者  ５名以内 

（４）内  容  提出のあった企画提案書によるものとし、当日の追加資料 

         の提出は認めない。パソコンは、提案者が持参し、プロジェ 

クター及びスクリーンは本市で用意する。 

 

１２ 審査方法 

（１）審査委員会の設置 

定住自立圏の構成市町の職員で組織する審査委員会を設置し、本業務に 

最も適した相手方となる候補者を厳正かつ公平に決定する。審査委員会 

は、８名以内で組織する。 

（２）審査及び配点 

   プロポーザルの審査は、審査委員会の各委員が評価を行うものとする。な 

お、配点については、「別紙１」のとおりとする。最高点を得た候補者を 

委託候補者とし、審査結果が同点であった場合は、審査委員会で決定する。 

（３）審査結果の発表 
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   審査結果は、令和７年６月中旬に全ての参加者に文書で通知するととも 

に分科会事務局（たつの市のホームページ）で公表する。 

公表内容は、落札者の業者名とその評価点とします。 

 

１３ 委託契約 

 最高点を得た委託候補者と、詳細な業務内容及び契約条件について協議し、

合意した上で委託契約を締結する。協議により提案の一部又は委託料を変更す

る場合がある。協議が整わなかった場合には、審査結果において順位が次点の者

と協議を行うこととする。また、業務の全部又は一部について、本市の承諾なし

に他者に再委託することはできない。 

 

１４ その他留意事項 

（１）企画提案書等の作成、提出等に要する経費は全て提案者の負担とする。 

（２）提出された書類等については返却しない。 

（３）提出された書類等は必要に応じて複写することがある。 

（４）応募資格要件を満たさない者は無効とする。 

（５）企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 

（６）提出書類に重大な記載不備がある場合は、無効とする。 

（７）本プロポーザルの参加業者が 1者のみの場合でも、プロポーザルは成立 

するものとする。 


